
【参加方法変更届】  令和   年   月   日 

 
（きりとり）  

～参加方法の変更について～   参加方法の変更については、事業参加期間（３年間）のうち１回限りです。  いずれの参加方法変更に関しても参加費の返還はありません。  また、活動量計からスマートフォンに変更する場合は、活動量計の返還をし
ていただきます。  
【変更内容】     

□ 活動量計     →    スマートフォン 
□ スマートフォン  →    活動量計  

（参加者氏名）       年   月   日 

氏 名  
生 年 月 日   
住 所  〒   
電 話 番 号  
参 加 方 法 活動量計   ・  スマートフォン 
変 更 後 活動量計   ・  スマートフォン 
変 更 の 理 由  


